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ωに
つ

い

て

昭

和

一

三

年

(

一

九

三

八

年

〉

四

月

三

日

施

行

さ

れ

た

特

別

志

願

兵

令

」

〈

同

一

三

年

二

月

二

二

日

勤

令

第

九

五

号

V

よ

り

戸

籍

法

の

適

用

を

受

け

な

い

者

に

つ

い

て

も

志

鰻

兵

制

度

が

実

施

さ

れ

た

こ

と

及

び

同

一

八

年

ハ

一

・

九

四

三

年

〉

に

い

わ

ゆ

る

学

徒

動

員

が

実

施

さ

れ

た

こ

と

は

認

め

る

。

. 
1・

ーi

陸

.に・寧

(4) 

ω
に

つ

い

て

昭

和

一

七

年

ハ
一
九
回
二
年
〉

五

月

八

日

に

行

わ

れ

た

閤

議

で

朝

鮮

に

お

叫

り

る

徴

兵

制

実

施

の

準

備

が

決

定

さ

れ

、

同

1¥ 

年

(
一
九
四
三
年
〉

こ

れ

を

内

容

と

す

る

改

正

兵

役

法

が

帝

国

議

会

D

事

費

を

霊

て

A
G
信
き
凡
、

司四
a
F
r
司
、
ヨ
4

4

-

3
ヨ

切

払

R
s
n
e
E
-
r
E・
1

こ

- 9 



診

一・・・・・.. 

こ

と

及

び

昭

和

一

〈
一
九
四
四
年
〉

九
年

第
一

朝

鮮

に

お

い

て

回

及

び

第

二

回

の

各

徴

兵

検

査

が

実

施

さ

れ

た

こ

と

は

認

仇

以
降
、

る

(5) 

@

に

つ

い

て

英

米

人

鋪

虞

の

監

穣

業

務

を

担

当

さ

せ

ら

れ

た

朝

鮮

人

軍

属

の

う

ち

に

は

、

戦

後

B

C
級

戦

.

犯

と

し

て

処

刑

さ

れ

た

も

の

が

い

た

こ

と

は

認

め

る

。

請

求

の

原

因

第

一

の

二

に

つ

い

て

認

否

を

留

保

す

る

。

請

求

の

原

因

第

の

三

に

つ

い

て

1 

冒

頭

部

分

及

び

1
な

い

し

3
に

つ

い

て

認

否

を

留

保

す

る

。

2 

4
に

つ

い

て

ハ切

ハ
り
に
つ
い
て

1 0 



"・.

昭

和

二

六

年

一
年
)

我

が

国

が

連

合

国

と

の

聞

で

ーーヲ

日

(
一
九
五

本

国

と

の

平

和

条

約

」

同

条

約

が

同

二

七

年

(
一
九
五

に
署
名
し
、

二
年
)

四

月

二

八

日

に

発

効

し

た

こ

と

は

認

め

る

。

原

告

ら

主

張

の

各

国

及

び

地

域

と

我

が

国

と

の

隠

に

協

定

等

が

締

結

さ

れ

た

こ

と

及

マ

レ

イ

シ

ア

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

、

韓

無

償

援

助

等

経

務

協

力

を

び

ラ

オ

ス

、

カ
ン
.
ボ
デ
ィ
ァ
、

国

ミ

ク

ロ

ネ

シ

ア

地

域

に

H
M
1

戦
後
、

行

っ

た

こ

と

は

認

め

る

。

な
お
、

右

協

定

等

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

① 

ミ

ャ

ン

マ

ー

と

の

聞

に

は

、

昭

和

二

九

年

(
一
九
五
四
年
)

一
月
五
日
、

「

日

本

国

と

ピ

ル

マ

連

邦

と

の

聞

の

平

和

条

約

」

及

ぴ

「

日

本

国

と

ピ

ル

マ

連

邦

と

の

聞

の

賠

償

及

び

経

詰

協

力

に

関

す

る

協

定

」

に
署
名
し
、

我

が

国

は

こ

れ

に

基

づ

き

賠

償

及

び

経

済

協

力

を

行

っ

た

。

11 
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・l・
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l
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② 

フ

ィ

リ

ピ

ン

と

の

間

で

は

、

同

三

一

年

(
一
九
五
六
年
)

月

九

日

「

日

本

国

と

フ

ィ

リ

ピ

ン

共

和

国

と

の

聞

の

賠

償

協

定

」

に
署
名
し
、

我

が

国

は

こ

れ

に

基

づ

き

賠

償

を

行

っ

た

。

③ 

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

と

の

闘

で

は

、

一
月
二

O
日

「

E
本

国

と

イ

ン

ド

ネ

ジ

T
共

和

国

と

の

聞

の

平

「

日

本

国

と

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

共

和

習

と

の

問

の

同

三

三

年

〈
一
九
五
八
年
)

和
条
約
」

及

び

賠

償

協

定

」

に

署

名

し

、

我

が

国

は

こ

れ

に

基

づ

き

賠

償

を

行

っ
た
。

@ 

〈

い

わ

ゆ

る

南

ベ

ト

ナ

ム

)

ヴ

イ

エ

ト

ナ

ム

共

和

国

と

の

閑

で
は
、

同

三

四

年

〈
一
九
五
九
年
〉

五

月

一

三

日

に

「
日
本
国

と

ヴ

ィ

エ

ト

ナ

ム

共

和

国

と

の

聞

の

賠

償

協

定

」

我

が

留

は

こ

れ

に

基

づ

き

賠

償

を

行

っ

た

。

に
署
名
し
、

⑤ 

タ

イ

に

つ

い

て

は

、

岡

三

O
年

(
一
九
五
五
年
)

七
月
九
日 五

12 



" .・

「

特

別

円

問

題

の

解

決

に

関

す

る

日

本

国

と

タ

イ

と

の

間

の

協

定

」

に

署

名

し

、

両

三

七

年

〈

一

九

六

二

年

〉

一

月

三

一

日

「

特

別

円

問

題

の

解

決

に

関

す

る

日

本

国

と

タ

イ

と

の

聞

の

協

定

の

あ

る

窺

定

に

代

わ

る

協

定

」

が

締

結

さ

れ

た

。

ま
た
、

(
一
九
九
三
年
)

ッ

ク

に

お

り

る

政

策

演

説

及

び

同

月

二

我

が

留

で

は

富

津

内

閣

総

理

大

臣

が

平

成

五

年

一

月

一

六

日

の

パ

ン

コ

四

日

の

国

会

に

お

け

る

施

政

方

針

演

説

に

お

い

て

、

反
省
と
、
遺
憾
の
意
の
表
明
を
行
っ
・
て
い
る
と
こ

過

去

の

問

題
に
つ
い
て
、

ろ
で
あ
る
。

。
。

に

つ

い

て

昭

和

二

七

年

ハ
一
九
五
ニ
・
年
〉

四

月

三

O
日
制
.
定
の
戦
傷
病
者
犠

没

者

遺

族

等

援

護

法

か

ら

同

六

三

年

ハ

一

九

八

八

年
V

制

定

の

平

和

祈

念

事

業

特

別

基

金

等

に

関

す

る

法

律

に

至

る

一

三

の

い

わ

ゆ

る

戦

13 
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1 
おが し 詰争請 日

なむ公 た我 1 求 フ 求 国争

おね布

‘-

IJ~ミ の 。の争白籍犠、国
、同 さ と 国つ 原 原 つ に条牲

カ様れ 、がい 因 因 。つ項者

イ の た 同 、て 第 第 い の 援

ロ記 -ニ昭 一 一 て明護¥- 一 一
宣述 と ー和 の ~ 文立
言が及年二 一 規 法一 一
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は る カ 一年 ーっ つ が制

-イ 九〈 い い 存 定ー，、国

第と ロ 四一 て て 在 さ

ーは宣六九 す れ

次認言年四 る
、

世め に 〉五

‘-
そ、-

界る は一年 と の

載が原ー〉 iま フ

争 、告月 ポ 認ち

ノ そ ら三ツ め の

闘の ヲl 日 ダ る 一

始余周 ム 。部

以は の 日 ー旦まF• 

後 争記本言 い
-・凶・ つ 述 国.を わー-ー

於
。

と 憲受 ゆ

T お 法諾 .ν る



日

本

園

ガ

奪

取

シ

文

ハ

占

領

シ

タ

ル

太

平

洋

ニ

於

ケ

ル

一

切

ノ

島

嘆

ヲ

剥

奪

ス

ル

コ

ト

」

「
満
州
、

霊

湾

及

膨

湖

島

ノ

如

キ

日

本

園

ガ

中

薗

、

人

ヨ

リ

盗

取

シ

タ

ル

一

切

ノ

地

場

ヲ

中

華

民

国

ニ

返

還

ス

ル

コ

ト

」

「

日

本

園

ハ

文

暴

力

及

貧

慾

ニ

依

リ

日

本

国

ガ

略

取

シ

タ

ル

他

ノ

一
切

「

朝

鮮

ノ

人

民

ノ

奴

隷

状

態

ニ

留

意

シ

擁

テ

朝

鮮

ヲ

自

由

旦

濁

立

ノ

モ

ノ

タ

ラ

シ

ム

」

と

規

定

さ

れ

て

い

ノ

地

域

ヨ

リ

堰

逐

セ

ラ

ル

ベ

シ

」

、

る

2 

2
に

つ

い

て

日

本

国

憲

法

前

文

及

び

九

条

に

原

告

ら

主

張

の

記

述

が

あ

る

こ

と

は

認
め
る
。

憲

法

に

右

記

述

が

存

在

す

る

こ

と

か

ら

直

ち

に

、

憲

法

が

我

が

国

政

府

に

他

国

の

人

民

個

々

人

に

対

し

て

謝

罪

と

賠

償

を

す

べ

き

具

体

的

義

務

を

負

わ

せ

て

い

る

の

で

あ

る

と

す

る

点

は

争

う

。

、

15 



お

3 
が 体 を は民務 出事り

な 的 日争除 3 存個を さ 実判 ま

い義本 つ 〈 に在々 背 れ と 示 た

。 務国 。 。.つ し人定た原 し
、

を憲 〉い な にす も子て原

規 法 て い対 る の爆い告

定 前 (の し も で弾る b 

し 文 た でて@ あ被こ 主
: 

た は だ あ損で つ 爆 と 張

も道 し る 害 は て者 はの

の義
、

か賠な 、の認最

で 的 耳目 ら償い原医め高

は 責 言己 、責 。 告 療 る 裁

な 伝 二原任意 b 等 が 判

い を 1 告を法主に 、所

か規 の b 負 張関向判

り 定 認の担 は のす判決
、

し 否右す我よ る決が

原た 留主る カf つ 法 は
、

aE3 ュ も 保張旨国な律、原

り の はの政謝の原告

の 関連異府罪趣爆 り

主 す 係自体が と 旨に主

張 ぎ すが的他驚か被.張

はず る なな 国債 ら爆の

理
、

部い規の の 導 し と

由兵 分 。定人義 き た，お

1 6 
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4 

4
に

つ

い

て

本

件

浮

島

丸

沈

没

事

件

の

発

生

し

た

時

期

が

日

本

国

憲

法

制

定

及

び

国

家

賠

償

法

制

定

以

前

で

あ

る

こ

と

は

認

め

る

が

、

5 

5
に

つ

い

て

認

否

を

留

保

す

る

。

6 

6
に

つ

い

て

争
う
。

1 

請

求

の

原

因

第

二

の

三

に

つ

い

て

ー

に

つ

い

て

第

一

段

搭

に

つ

い

て

は

認

め

る

が

、

そ

の

余

は

争

う

。

そ

の

余

は

争

う

。

2 

3 

つ
い
て

争
う
。

3 

4
に

つ

い

て

1 7 



参

。第

七1¥ 九

認

否

を

留

保

す

る

。

4 

5
に

つ

い

て

争

う

議

求

の

原

因

第

二

の

四

に

認

否

を

留

保

す

る

ぞ

請

求

の

原

因

第

二

の

五

に

争
う
。

請

求

の

原

因

第

二

の

六

の

誤

り

と

思

わ

れ

る

。

、ーノ

争
う
。

請

求

の

原

因

第

三

に

つ

い

て

認

否

を

留

保

す

る

。

求

釈

明

つ

い

て

つ
い
て

(
訴
状
で
は
、

つ

い

て

五

と

記

載

さ

れ

て

い

る

が

、

-.・'

1 8 
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-;-; ¥¥ 
11

、
fコ;
ヌ1

/17 

主

原
告
ら
は
、

本

件

金

員

請

求

及

び

謝

罪

請

求

の

根

拠

て
、

①

国

家

賠

償

法

の

類

推

適

用

に

よ

る

請

求

、

②

明

治

憲

法

二

七

条

に

基

づ

く

損

失

補

償

請

求

、

(
訴
訟
物
〉

と

し

③

契

約

関

係

に

基

づ

く

損

害

賠

償

請

求

、

@ 

立

法

の

不

作

為

に

よ

る

国

家

賠

償

請

求

を

挙

げ

る

右

各

請

求

の

併

合

形

態

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

〈
訴
状
二
九
ペ
ー
ジ
)

被

告

が

所

持

す

る

浮

島

丸

沈

没

の

被

害

者

た

る

者

に

関

す

る

資

料

に

お

日

本

名

の

み

が

記

載

8
れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

い
て
は
、

て

使

用

し

て

い

た

日

本

名

が

あ

れ

ば

、

原

告

ら

が

か

つ

そ

れ

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

ヶて L 

1ヨ

本吋，
A
ゐ

F
l、

f
k
y
t
dい

7
2
、，
c

，

/

-
流
叩
1

及

/

¥

r

問
、
九
万
三

ム
花
伝
長
。
ぇ

2
1

み々

カく
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